
　
介
護
保
険
か
ら
住
宅
改
修
費
を
受
給
す

る
場
合
は
事
前
申
請
が
必
須
で
す
。
申
請

後
、
町
か
ら
許
可
が
出
る
前
に
行
っ
た
工

事
は
保
険
対
象
外
で
す
。
漏
れ
の
な
い
手

続
き
を
す
る
た
め
に
も
流
れ
を
確
認
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

①
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
相
談

②
住
宅
改
修
プ
ラ
ン
（
住
宅
改
修
が
必

要
な
理
由
書
）
の
作
成

③
申
請
書
類
の
提
出

④
町
か
ら
の
結
果
通
知

⑤
着
工
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タ
ウ
ン
ト
ピ
ッ
ク
ス

子
育
て・

ほ
け
ん
だ
よ
り

生
涯
学
習
だ
よ
り

図
書
館
だ
よ
り

那
須
高
校
タ
イ
ム

カ
メ
ラ
ス
ケ
ッ
チ

み
ん
な
の
広
場

カ
レ
ン
ダ
ー

無
料
相
談
会・

消
費
の
豆
知
識

タ
ウ
ンinform

ation

高齢者調査にご協力ください
　町では、高齢者の孤立防止のために、各団体の協力のもと見守り体制の強化を図っています。
　5～ 8月に高齢者の生活状況等を把握するため、民生委員・児童委員の協力のもと高齢者調査を実施します。
　各委員が調査のため訪問した際は、ご協力をお願いします。
※調査で取得した個人情報は、緊急時等の対応で活用すること以外には利用しません。
■対　象　75歳以上のみの世帯（今年度 75歳になる方も含む）
■問合せ　保健福祉課福祉係　☎72-6917

　

栃
木
県
育
英
会
で
は
、
令
和
7
年
4

月
に
高
等
学
校
ま
た
は
修
業
年
限
2
年

以
上
の
専
修
学
校
高
等
課
程
に
在
学
し

て
い
る
人
を
対
象
に
奨
学
生
を
募
集
し

ま
す
。

▼
募
集
期
限　
6
月
20
日
㈮

▼
貸
与
月
間　

・
国
公
立　

1
8
，
0
0
0
円

・
私　

立　

3
0
，
0
0
0
円

▼
願
書
等
配
布
先　
県
内
高
等
学
校
、
市

町
教
育
委
員
会
な
ど
に
配
布
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　
（
公
財
）栃
木
県
育
英
会
事
務
局

☎
0
2
8
‐
6
2
3
‐
3
4
5
9

▼
試
験
日
時
　

　

10
月
12
日
㈰
午
前
10
時
〜
正
午

▼
試
験
会
場

　

宇
都
宮
大
学 

峰
キ
ャ
ン
パ
ス

　
（
宇
都
宮
市
峰
町
3
5
0
）

▼
試
験
案
内
書　
申
込
書
の
配
布

〇
配
布
期
間　
６
月
30
日
ま
で

〇
配
布
場
所　
町
保
健
福
祉
課
、
ゆ
め

　

プ
ラ
ザ
・
那
須
、
県
高
齢
対
策
課
、

県
北
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
と
ち
ぎ

福
祉
プ
ラ
ザ
、
栃
木
県
シ
ル
バ
ー
大

学
校
各
校
、
と
ち
ぎ
健
康
の
森
総
合

受
付

※
と
ち
ぎ
健
康
の
森
総
合
受
付
の
み
土

日
祝
日
も
配
布

▼
申
込
書
の
受
付

・
受
付
期
間　

６
月
９
日
〜
30
日

・
受
付
方
法　

試
験
案
内
書
に
同
封
の

封
筒
で
簡
易
書
留
に
て
送
付
（
当
日

消
印
有
効
）

※
受
付
期
間
以
外
の
受
付
は
一
切
行
い

ま
せ
ん
。

▼
受
験
料　
1
3
，
4
0
0
円

▼
問
合
せ　
社
会
福
祉
法
人
と
ち
ぎ
健
康

福
祉
協
会
生
き
が
い
健
康
部
生
き
が
い

づ
く
り
課

　
☎
0
2
8
‐
6
5
0
‐
5
5
8
7

　
将
来
の
自
分
や
家
族
の
こ
と
を
考
え

た
と
き
、
健
康
な
う
ち
に
介
護
サ
ー
ビ

ス
に
つ
い
て
学
ん
で
お
く
こ
と
が
大
切

で
す
。
今
月
は
住
宅
改
修
の
利
用
に
つ

い
て
、住
宅
改
修
事
業
者
が
説
明
し
ま
す
。

　
介
護
保
険
の
住
宅
改
修
と
は
、
保
険

を
利
用
し
て
被
介
護
者
が
生
活
し
や
す

い
よ
う
に
ご
自
宅
の
設
備
を
整
え
る
こ

と
で
す
。
所
得
に
よ
っ
て
１
〜
３
割
の

自
己
負
担
額
で
改
修
で
き
ま
す
。

　
つ
ま
ず
き
や
す
い
段
差
、
し
ゃ
が
む
の

が
つ
ら
い
和
式
便
座
、
手
す
り
の
な
い
浴

室
で
の
入
浴
に
不
安
を
感
じ
て
い
ま
せ
ん

か
？
住
宅
改
修
を
行
っ
て
環
境
を
改
善
す

れ
ば
、
介
護
を
受
け
る
ご
本
人
は
も
ち
ろ

ん
、
ご
家
族
の
負
担
も
軽
減
で
き
ま
す
。

住
み
慣
れ
た
自
宅
の
生
活
を
続
け
る
た
め

に
、
ど
ん
な
施
工
が
で
き
る
か
、
ま
ず
は

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
相
談
し
て
み
ま
し
ょ

う
。

▼
問
合
せ　
保
健
福
祉
課
介
護
保
険
係

　
☎
72
‐
6
9
1
0

な
る
ほ
ど
！

　

介
護
保
険
第6回

（全12回）

おしえて
住宅改修のこと

住宅改修事業者・
社会福祉士
富田雅達さん
（広谷地）

介
護
保
険
を
利
用
し
て
自
宅
を

リ
フ
ォ
ー
ム
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

住
宅
改
修
の
流
れ

支給限度額は20万円（超過分は介護保険対象外）原則１人１
回（住宅で１回ではなく個人で１回）　※介護度の変更等に
よる例外があります。

リフォーム内容

手すりの取り付け
段差の解消
扉の取り替え
床や通路の材料の変更
便器の取り替え
工事に付帯して必要な改修

要支援１・２
要介護１～５
介護保険被保険者証に
記載されている住所地
に住んでいる方

対象者

公
益
財
団
法
人

栃
木
県
育
英
会
の
募
集

令
和
７
年
度
介
護
支
援
専
門
員

実
務
研
修
受
講
試
験
の
ご
案
内

ホームページ
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